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1．公共圏の変質とニューメディア

　新しいメディア社会の伝道者達は，双方向性を有し大量

の人間が参加できるコミュニケーションネットワークの成

立によって民主主義の新しい段階が達成されると議論して

きた．新しいメディアはこれまでより多くの情報を人々に

もたらし，また表現の機会を提供し，そして特にテレボー

ティング（電子機器に媒介された投票システム）のような

技術は政治的決定への参加のチャンスまでも作り出すとす

る．直接民主制復活の予言もある．

　これに対し批判的な見方をする者は，様々な方向から新

しいメディア社会の危険性を説いてきた。新しい情報網の

発展は権力側の監視網の発展にほかならず，また様々な新

たな表現の機会は眼差しの牢獄へと人々を投入するもので

ある．しかもこの新しいメディア社会は新しい機器やサー

ビスを購入・維持・活用する能力の差異という形で社会的

不平等の存在を温存していく（つまり「決定への参加」が

実現しても決定が行なわれる場面に先だつ多くの場面にお

いて不平等が存在するため，実質的な政治的決定能力の不

平等は温存される）ものであるという．

　現実はどちらに動きつつあるのであろうか．あるいは，

このどちらとも全く違った方向に進むのだろうか．一つ留

意しておくべきことがあるだろう．このどちらの議論も新

しいメディア社会のなんらかの特徴を取り出して提議を行

なっているのである。現実はこの両者のビジョンが同時に

実現しつつあるのかもしれない．もちろん調和的とは言い

がたいこの両者のビジョンが同時に実現するとすれば，そ

れは両者の捉えているものそれぞれが微妙に変形されて実

現されることを意味するだろう。それが何でありどのよう

な社会像が招来されるのか，検討は具体的現実を見て行な

われなければならない．

　本稿は，個々人が一定の意義あるレベルで参加を行なう

ことが可能な情報ネットワークとして現在一般化しつつあ

るパソコン通信におけるコミュニケーションのあり方を分

析することによって，新しいメディア社会を展望する試み

である．

　＊日本社会文化専攻・社会構造講座
＊＊常磐大学講師
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1．1．二つの未来

　　「テレスクリーン」という情報機器を通じて「ビッグ・
　　ち

ブラザー」が個人の思想・行動を監視するというジョー

ジ・オーウェルの『1984年』は，よく言われるように情報

社会のディストピアの典型であるω。テレスクリー・ンはテ

レビカメラの機能とテレビ受像機の機能をあわせ持ったよ

うな機械であり，そのi操作は個々人の側にではなくネット

ワーク管理者（ビッグ・ブラザー，あるいはビッグ・ブラ

ザーの代理人？）が行なう．ビッグ・ブラザーは人々の言

動をいつでも見ることができ，人々はいつでもビッグ・ブ

ラザーの望むものをスクリーンの上に見ることができる．

テレスクリーンを通して，ビッグ・ブラザーは完全な思想

統制を行なう．

　こういつたディストピアは，しかし，現在では説得力を

失ったと言われる．メインフレームからワークステーショ

ン，そしてパソコンへとコンピュータ市場の主役が小規模

化するダウンサイジングの進行は，巨大な単一のコンピ

ュータが社会のすべての領域に監視網を張り巡らせるとい

うモデルとは全く違った方向を指し示しているというの

だ．さらには，「インターネット」のような分散処理を基

本とする電子的ネットワークも急速に発展しつつある．こ

のような状況では，単一の管理者がすべてをモニターする

ことは不可能であるといえる．

　それでは次のような議論が妥当するのであろうか．電子

的ネットワークは，それまで不可能だった情報獲得の機会

を新たに付与し，認識能力の伸張という意味において諸個

人の身体を拡張し，また同時に，電子ネットワークの機能

として提供される双方向のコミュニケーション・サービス

がこれまで潜在していた表現や情報発信の機会を顕在化さ

せる．そして情報化は企業組織を始めとして社会的インフ

ラの整備とともに社会的領域全体に普及・浸透することに

よって，人々と社会により多くの便益を提供するとともに

社会・諸個人を新たなる段階へと引き上げる．

　こういつた考え方に対して従来からなされてきた批判は

次のようなものである．電子的ネットワークに参加するた

めに必要な経済力・機器i操作能力，そして情報獲得が意味

あるものとなるための様々な背景（たとえば新たな情報を

理：解するために必要な事前の知識や，獲得した情報を活用

するための社会的場）が社会的に偏在しているものである

以上，電子的ネットワークは新たなる社会的格差生産の場

（もしくは，旧来の社会的格差再生産の場）としかならな

い．また，今日いわれる情報化は，人々の社会関係やコミ

ュニケーション内在的な要求によってなされていくのでは

なく，むしろ先進諸国の経済・産業構造が抱える事情から

の切迫した要請によって推進されているに過ぎないという
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指摘もある．

　こうした電子ネットワークの背景・条件に関わる情報化

批判については本稿は基本的に共鳴するものであるが，そ

の議論は別稿に譲ることとし，本稿では電子ネットワーク

内のコミュニケーションのあり方について特に論じること

とする．こういつた電子ネットワークの背景・条件に関わ

る問題をいくら指摘しても，まさに切迫した経済上の要請

から起きている現象であるならばなおのこと，情報化の進

展は押し留めようなく進行してしまうことが予想され，電

子ネットワーク内のコミュニケーションの分析は，やはり

ぜひとも必要な作業となると考えられる．電子ネットワー

ク・コミュニケーションはどのような特徴を持ち，社会的

にどのような意味を持つのであろうか。

1　．2．電子ネットワーク・：コミュニケーション

　マーク・ポスター（Mark　Poster）は，フー・コーのディ

スクールの議論に依拠しながら電子的なコミュニケーショ

ンの特質について検討している（2）．ポスターは電子的空間

は，一般的な社会過程において実践されるコミュニケーシ

ョンや，それらに参与する人々の持つ社会的諸属性から乖

離したコミュニケーションが立ち表れてくる場であると論

じている．このためこの空間は実体的な社会過程に対して

記号的な表象として成立する一個の独立したコミュニケー

ション領域となり，現実的な過程と諸主体を反省的に再構

築するものとなるとする．

　ポスターのこのような仮説は，電子的コミュニケーショ

ンを言語表象としての側面からのみとらえることによって

成立するものである，しかし実際には言語表象以前の前提

条件の影響があるのでこれを考えるとき，彼の議論は問題

の多いものであることがわかる．例えば実際には電子的コ

ミュニケーション空間といえども，情報システムという「ボ

ティ」や数々のシステムによって支えられており，現実的

社会過程から完全に分離しているわけではない．また，コ

ミュニケーション主体たる諸個人も，ネットワーク上では

実社会と比較して社会的拘束から相対的に自由な状態にあ

るものの，既存の社会秩序・価値的拘束から逃れられるわ

けではなく，コミュニケーションが自律的に展開する場で

あるといっても，これらの束縛から全く自由なわけではない。

　ただし，電子的コミュニケーションは対面的な状況にお

けるそれとは明らかにことなる特質を持っているというポ

スターの指摘は注目に値するものである。電子的コミュニ

ケーション空間におけるコミュニケーションの具体的な特

性として，彼の議論は一定の真実を捉えている。

　スプロール（：Lee　Sproull）とキースラー（Sara　Kiesler）

は，企業の電子ネットワークの分析を行ない，電子的コミ
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ユニケーションの持ついくつかの特徴を指摘している．

　第一に，電子的なコミュニケーション状況において，対

面的コミュニケーションがもつ話し手の個人情報の欠落が

挙げられる。この欠落は，電子的コミュニケニションが現

在の技術的制約のため主に文書によって成立していること

で一層強調されている。彼らは次のように記す．

　「コミュ、ニケーションが対面コミュニケーション，ある

いは電話によるコミュニケーションに比べてさえ，ダイナ

ミックな個人情報に欠ける時，人々はお互いよりも文書の

言葉により関心を注ぐ。通信者はより匿名的になり他人の

個人的特性に無関心になる。かられは無感動になり，罪の

意識に欠け，他人との比較に無関心になり，社会的習慣に

影響されなくなっている．電子メールの基本的なメディア

は文書である．（中略）文書の交換は声の調子といったダ

イナミックな個人情報を含んでいない．」（3）

　電子的コミュニケーションは，社会的コンテクストから

諸個人を引き離すといえる．

　第二に，電子的コミュニケーションは，それが文章によ

って行われているにも関わらず，記録性が意識されず，む

しろオーラルコミュニケーションに近い特質を持っている

と，彼らは指摘する．

　「コンピュータによるコミュニケーションは，すべて記

録に残すことができるが，人々はメッセージのやりとりを

その場かぎりのものと考えている．」（‘）

　「電子メールの短命さと文書の単純さが，他人の前で馬

鹿げていると見えることの恐怖感を減少させる．批判的な

聴衆の反応を取り去ることで，電子メールは人々をより解

放的にする．（中略）人々がコミュニケーションが束の間

のものと認識している時，コミュニケーションに付与され

る価値は低くなる．人々は自分のいうことに責任を持たず，

発言を軽視し，発言に対する社会的影響を考慮しない．」（5）

　ここで述べられていることは，電子的コミュニケーショ

ンが，通常の社会的規範から諸個人を自由にするというこ

とである．

　スプロールとキースラーは，このような特質がテクノロ

ジーによって媒介されるコミュニケーション全般が持つ効

果であるとして次のように述べている．

　「すべてのコミュニケーション技術は，対面コミュニケー

ションの際は明白にされている社会的な差を縮めてしま

う．電話は視覚による印象を排除し，相手の社会的地位を

推測する能力を弱め，交流の際の社会的な差の重要性を把

握する能力をも弱めてしまう．しかし電話ではまだ，視覚

以外の形の社会情報を伝える。電話に応答し取り次ぐ秘書，

標準的なあいさつのバリエーション．問のとり方や声の調

子が，社会情報を伝える。」（6）

　このような傾向が，電子的コミュニケーションにおいて

はより先鋭化し，社会的な諸属性はますます希薄になって

いゆく．そして「地位や外観とは無関係な能力が問題」に

されることになるとする。

　このような議論のなかには，電子的なコミュニケーショ

ンがまだ新しいという点，すなわち社会的なコミュニケー

ションとしてそれ自身の内部で通用する規範が未確立であ

るという点からきているものと，電子コミュニケーション

が持っている特質という方向に分類される要素との2つの

要因を認めることができる．ただし，対面的なコミュニケー

ション状況に比して社会的身分や地位が相対化されるとい

う点は，明らかに電子コミュニケーションの中核的な特質

であるということができよう．

　スプロールとキースラーの研究は企業内の電子ネット

ワークについてのものだが，今後電子的なネットワークが

普及し，社会全体に広がっていった場合，この相対的に自

由なコミュニケーション領域の可能性をより大きな政治レ

ベルで，あるいは文化レベルで，社会過程に結接していけ

るのではないだろうか．われわれは以前，電子的コミュニ

ケーションにおける政治的な議論の問題をJ．ハーバーマ

スの「公共圏」の議論に沿いながら検討した（7）．後に触れ

るように，公共圏の歴史的な意義は，そもそも既存の社会

関係に拘束されない自由なコミュニケーションを可能にし

た空間のもつ「批判性」にある．ポスターの指摘にもある

が，電子的コミュニケーション空間もまた，同様な「脱構

造化」する特徴を持っており，批判的コミュニケーション

空間としての可能性を抽出することができるように思われ

るのである．

　ポスターならば，電子的コミュニケーション空間の脱構

造化する特性はまさにこれにあたると言うことになるだろ

うが，ハーバーマスの議論していたことは単に言説空間が

現実から離れて自由に展開されるということだけではな

い．言説空間において展開される言説の合理性の追及と，

この追及された合理性こそが実は現実の社会過程の歪みを

是正しうるものであるという立論こそが彼の議論の核心で

ある．この後半部（コミュニケーション空間→現実の社会

過程）については稿を改めるほかないが，コミュニケーシ

ョンのあり方の問題として捉えられる前半部（言説空間に

おける合理性の追及）についてはここでさらに検討するこ

とができる．

　ハーバーマスはウェーバーを引き継ぎ合理性について検

討を行った後に，独自の「コミュニケーション的合理性」

の概念を提出する．「コミュニケーション的合理性」とは，

提出された言説が，あらゆる前提（特に既成の価値観）を

含めて検討の対象となり，その妥当性が問われていく過程

に内在する合理性である．

　議論の場は，議論を歪める既存の社会関係（特に経済的・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
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権力的利害）から自由であるほどより合理的になる．この

視点から言えば，社会関係から相対的に自由な場である電

子的ネットワークはハーバーマスの希求してやまない「公

共圏」・の資格を一定程度持っているということとなるだろ

う．しかしこの点においてのみコミュニケーション空間を

評価するとしたら，それは物差しのあて間違いである。ハー

バーマスの要求しているのは言説の自由な検討であって，

単なる言説の自由な投げ出し／解釈ではない。そこで確か

にコミュニケーションが行なわれ，議論がなされるのでな

ければならない．その様な場においてこそ人々の価値観や

規範が転換されていくことが期待できるのである．

　批判的コミュニケーションが行なわれるためには，

一一羽ﾊ行ではなく一相互に言説がやりとされる必要

がある．近年のメディア技術の発展はジャーナリストや論

壇の限られたサークル内に留まるはかなかった議論の輪の

範囲を大幅に拡張した．ニューメディアの「双方向性」が

議論の可能性を当該メディアによるコミュニケーションに

参加する諸個人に拡大している．

dl　．3．「双方向性」

　ニューメディアが持つ優れた特性として「双方向性」は

しばしば言及されてきた．しかし昨今の「双方向性」とい

う言葉の使われ方を見ると，この言葉にはかなりの混乱が

あると言わざるを得ない．対面コミュニケーションや電話

によるコミュニケーションについて使われるこの言葉を，

ケーブルテレビにおける有料放送利用確認ボタンの利用や

ビデオ・オン・デマンド，・電子アンケート機能といったも

の，あるいは，“CAPTAIN”のようなテレテクスト・シ

ステムの多岐に分岐する選択メニュー体系に用いるという

のは，かなりの無理があるのではなかろうか．

　「双方向性」は，マスメディアの一方向性に対する対面

コミュニケーションの双方向性といった文脈でしばしば議

論の対象となった言葉である．大衆社会状況において（つ

まりアトム化された）諸個人に一方的にメッセージを送り

続けるマスメディアというイメージは，容易にブァシズム

と結び付き得る不健全な社会的コミュニケーションのあり

方として捉えられてきた．よりミクロな視点で言えば，圧

倒的な情報源であるマスメディアに対して情報を受けとる

だけの主体性のない個人というイメージは，コミュニケー

ションにおける疎外の典型と言える．十全なコミュニケー

ションは双方向的であるべきであり，一方向的コミュニ

ケーションであるマス・コミュニケーションは欠陥のある

コミュニケーションであると考えられてきた．

　なお，もちろんマス・メディアは世論を担う役割を期待

され，また実際にそのための営為を行なってきた。メディ

4

アはrジャーナリズム」という自己規定のもとに公共的事

項に関する議論を報道し，コミュニケーションの一方向性

を補うために投書，街角インタビューやスタジオでの議論

参加，あるいは世論調査によってメディア・オーディエン

スからの意見表明や意見の動向をくみ上げようという努力

を行なってきた．しかしそもそも少数の送り手に対して多

数の受け手が存在するというマス・メディアの特性は，具

体的技術手段の制約とあいまって，一般市民を二次的な参

加者に留めてきた。

　近年の「受け手の能動性」議論は，この種の疎外された

受け手イメージに対して「意味生産者としての受け手」と

いう異なった見方を示した。しかし議論は“マス・メディ

ア・メッセージ解読の多義性”に集中しており，ここには

情報の発信者たり得ない，十全なコミュニケーション主体

とは言いがたい受け手の姿が，やはり議論の前提にあると

考えられる（8）。解読の多様性は主張されても，その多様な

解読を起点として社会的に議論が展開されていくチャンネ

ルがこの種の議論には不在であり，このため社会過程とし

ての意味生産過程から受け手は依然として疎外されている

と言わざるを得ない．

　ニューメディアの双方向性が喧伝されるのには，それ自

身の技術的な展開とはほかに，このような背景があったは

ずである．少なくとも社会的なレベルでニューメディアの

双方向性が評価される場合には，社会におけるコミュニ

ケーション状況を変革する可能性を持つものとしてニュー

メディアに期待がかけられていたと言うことができよう．

　しかし現実に使用されている「双方向性」という言葉は，

技術的議論にひきずられる形でとりあえず信号が相互に送

られさえずればよいような使い方がなされている．ケーブ

ルテレビの有料放送確認ボタンでは，確かに信号は受け手

から送り手へと送られているが，これがコミュニケーショ

ンの疎外状況に何らかの変更をもたらすものだと言うこと

はできないであろう．むしろこの例ではコミュニケーショ

ンの場へ経済原理が遠慮会釈もなく侵入することによって

コミュニケーションの疎外が強化されることさえあり得る．

　ニューメディアもしくは新しい情報技術の社会的影響を

査定するためには「双方向性」に少なくとも次のような区

分けを行なうことが必要であろう．

（1）インタラクティブ・レベル

　広範囲な行為次元での双方向性。例えば，データベー

ス検索，ゲームなどの行為を含む．情報機器は利用者に

対して一定の応答性を示し，利用者の能動的な関与が要

求されるが，相互作用はコミュニケーション・システム

供給者が選択肢を用意し，利用者が選択するという形態

をとり，両者のコミュニケーション活動形態の非対象性
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が明確に存在する。

（2）ミューチュアル・レベル

　コミュニケーション参加者個々人の相互的な双方向性

が技術的に確保されているレベル．それぞれの参加者が

コミエニケーション議題の設定を含む，内容のあるメッ

セージを発信し得る。

　さらに，技術的可能性の確保と，それが社会的に機能す

るということは等価ではないので次のレベルを設ける必要

がある．

（3＞コミュニカティブ・レベル

　意味付与領域である公共圏構成を可能とする対話的な

コミュニケーション過程につながるレベル．

　既に記したとおり，マス・コミュニケーションの一・方向

性という問題意識は本来，マス・ソサエティを形成するマ

ス（大衆）における諸個人相互間の実質的なコミュニケー一・…一・

ションが欠如し，それに代わってマスコミによって一方的

に情報が注入されるという状況に対するものであった．こ

のような状況下では，個々人が能動的に参加し，主体とし

て活動しえるコミュニティが成立しえない．再びハーバー

マスの議論を取り上げてみよう．彼は市民社会におけるコ

ミュニケーションの場の問題を「公共性」として論じた．

彼によると，資本の論理によって動く経済の領域，および

権力によって媒介される政治の領域に対して，人々がコミ

ュニケーションによって意味や価値を作り出していく日常

生活の領域が確保されることこそが，社会おける人間的価

値を回復し，資本や権力の論理によって単に突き動かされ

るだけではない社会への発展をもたらす鍵であるとされ

る（9）．このレベルの検討が「双方向性」の社会的査定の中

心的課題とならなければならない．

　このようなコミュニケーション領域一「公共圏」一

成立の条件として，ハーバーマスは参加者が議論内容に加

わるために必要な知識・教養を持っていることと，利害感

心によって議論内容が歪められることが無いように（つま

り，政治・経済という領域からある程度独立して議論を進

めることができるために）一定の財産を持っていることを

指摘している．コミュニケーションの「双方向性」が評価

されるためには，技術的なレベルで意味をもった議論がで

きるミューチュアルのレベルが達成されているとともに，

それが社会的なコミュニケーション過程として意味を持つ

ための，社会的な基礎条件も必要であると考えられる．

2、ミューチュアル・メディアとしてのパソコン通信

　以上のようにメディアの双方向性について考えてみると

き，華々しいニューメディア論議にも関わらず，テレテキ

ストやケーブルテレビなどほとんどのものがインタラクテ

ィブのレベルに留まっており，ミューチュアルのレベルを

達成しているものはごくわずかであることがわかる。コミ

ュニケーション参加者相互に文章を送ることが可能である

ばかりか不特定多数に対して文章の公開される場もあるパ

ソコン通信は，技術的にミューチュアル・レベルを達成し，

コミュニカティブ・レベルに達する可能性を持っているメ

ディアであるということができるだろう。

　以下では，既に機能しているミューチュアル・メディア

として，パソコン通信を取り上げ，その社会的可能性を見

ていくこととする。パソコン通信には，公共圏を支えるコ

ミュ、ニカティブ・メディアとなる可能性があるのだろうか．

　ここでは次の2つの側面からパソコン通信の可能性と問

題点を検証する．

　第1，社会性の開発．ミューチュアル・メディアは参加

者相互のコミュニケーションを可能にする．しかしこのコ

ミュニケーションが，これまで他のメディアを通して，あ

るいは，メディア抜きで直接になされてきた友人・知人間

のコミュニケーションの代替・補完である限り，独自の社

会的意義が創出されたとは言いがたい．ミューチュアル・

メディアによって創出される会話空間が独自の性格を持つ

のはどのような場合であろうか．

　第2，ミューチュアル・メディアによって新たな会話空

間が創出された場合，それが公共圏としての資格を備えて

いるのかいないのかが次の焦点となる．公共圏とは，誰も

が関心を持つ事項（public　affairs：公共的事項）につい

て議論がなされ，議論の拠って立つ価値のレベルの吟味が

なされ，既成の状況を超えていく批判性が産み出される場

である．ハーバーマスはコミュニケーションの形式につい

ての手続き的な次元でこれを捉え直している．即ち，発言

者が持つ権力・地位・経済力といった外的な要因が排除さ

れ議論は議論の内的な価値において展開される状況が確保

されていることが，公共圏を構成するコミュニケーション

の資格であり，このような状況のもとで，議論自体と参加

主体のあり方を問うていく反省性を生じさせていくのが公

共圏を形成するコミュニケーションということになる．パ

ソコン通信という会話空間におけるコミュニケーション

は，公共圏の萌芽として反省性を示すのであろうか．

　以上の2点を評価軸とすることによって，パソコン通信

というミューチュアル・メディアがコミュニカティブ・メ

ディアとなり得るのか，考えてみることができるはずである。

　なお，パソコン通信という会話空間の評価に入る前に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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そもそもパソコン通信は何の目的で利用されているのかを

考慮しておく必要があるだろう。普通，人々は「公共圏」

を目的としてパソコン通信を利用しているわけではない．

電子ネットワークにおいて公共圏が生成する可能性を秘め

た会話空間が形成されると考えるにしても，その形成理由

を問わずに議論を進めることはできない。利用動機に対応

する何らかの満足をもたらさなければこの場はすぐに消滅

する．人々はなぜメディアを利用するのだろうか。

　マス・コミュニケーション研究における“利用と満足研

究”は，個人のメディア利用目的として，道具的なものと

表出的なものとを摘出してきた．ミューチュアル・メディ

アにおいては道具的利用の中にも会話の要素が含まれるた

め，単純な二分法は必ずしも適当ではないが，いずれかの

主目的を同定することは可能であろう。本研究では，オー

ディオ・ビジュアル（AV）機器の利用を中心に情報交換

がなされるAVフォーラムを道具的利用のなされるケー

スとして，参加者の作品の掲載（もしくは掲載されている

作品を読むこと）が大きな動機となって人々のアクセスを

引き出している文学フォーラムを表出的利用のされるケー

スとして，取り上げることとしたい．それぞれの目的によ

る利用において，いかにして社会性の契機や公共圏の萌芽

が生じるのかを考えてみたい．

21．集合的問題解決過程一FAVのケース

　1987年に設立されたFAV（AVフォーラム）は，　NIFTY

－Serve内のオーディオ・ビジュアル愛好家達の集まる場

である．電子会議室の編成は，1993年12月の時点で以下の

9室を設定している．

　　・FAVで一たBox’93（資料室：Info／新製品情報）

　　・リスニングポジション［12］（高級Audio談義／技術論）

　　・“Enjoy”リスニング［7］（システム／インテリア1一般Audio）

　　・Check！＆Collection☆［3］　（コマーシャル談義）

　　・My　favorite（自己紹介）［7］新人サン，マズコチラへ！

　　・On　theびじゅある［9］（撮影・編集・映像全般）

　　・Cafe　Salt　Peanuts［45］（秋の夜長に一人酒）

　　・Kaden☆Tour［2］　（家庭用電気製品集中談義）

　　・旬のモノ’93（オーディオフェアetc．．AVイベントレポーD

　書き込み数量では，雑談の会議室rCafe　Salt　Peanuts」

が512発言ごとに更新されて45回目を迎えているのが圧倒

的であるが，特に内容的に注目に値するのは「リスニング

ポジション」である。この電子会議室では主に技術論を中

心に書き込みが続けられているが，そのアクティブ・メン

バー（書き込まれた発言を読むだけでなく，自らも活発に

書き込みを行なうメンバー）にはオーディオメーカーD社

の製品開発部の者，オーディオ機器自作マニアを主要な読

6

者とするオーディオ雑誌に定常的に寄稿しているオーディ

オ評論家，一般的な知名度はないが多くのオーディオメー

カーが採用しているICを製作している電子デバイスメー

カーの技術者，オーディオ機・器輸入代理店社員や大手オー

ディオ販売ショップ社員などが含まれ，工学部系の大学生

や，いわゆるマニアを中心に盛んに技術論が展開されてい

る．なお，このほかにも多くのオーディオメーカーの技術

者がROM（書き込まれた発言を読むだけのメンバー）と

して存在していることを窺わせる書き込みも見られる。

　この電子会議室は，技術という限られた課題についての

討論の場であるが，その時点における課題を集合的な作業

として解決していく，従来とは違ったユニークな場が成立

していると考えることができる．

　一例をあげよう．この電子会議室では，CDプレーヤー

などで問題となるデジタル信号からアナログ信号への変換

技術が話題となり，変換方式の違いの特徴や，もともと差

がないはずのデジタルデータから作られる音が聴感上大き

な差がある理由などが議論されている．検討される技術的

課題は多岐に渡るが，その中でかなりの量の議論がなされ

たのは，デジタル信号の時間管理の歪み「ジッタ」の問題

である．このフォー…一ラムのアクティブ・メンバーである

オーディオ評論家が，雑誌のインタビ＝t・一記事においてち

ょっと触れた発言をヒントに，あるメンバーがこのジッタ

の測定器を思いつき，製作し，そして，市販の機器のテス

トを行なう．この結果は次々とフォーラムで報告され，こ

れをもとにこのメンバーはもともとのきっかけとなった雑

誌に記事を書くことになる（10）．その後，この記事において

テストされたある機器メーカーの広告には「ジッタ」への

言及が現われ，この事例はまさに一つの会話空間がある種

の文化生成の場として機能したことを示している．

　また他にも，技術的課題として検討された事項について，

電子デバイス会社の技術者が自社開発の次のチップではそ

の内容を盛り込んだものとすることを言明したり，D社

が開発した新しいデジタル・アナログ変換方式を登載した

製品について「実は，あのカタログはココの過去のLog（引

用者注：書き溜められた文章）と共に読んで行くと100倍

楽しめるんですよ」（FAV　MES（3）＃36093／07／08）と

D社製品開発部の人が発言したりもしている。従来の会

社単位の製品開発の枠を越えたネットワークが成立し，そ

こにおいて技術的課題が集合的に取り組まれ解決される義

民的な空間が成立していると言ってよいであろう。

　さてこの独特の社会的意義を持った会話空間は，話題が

公共的事項ではなく技術論であり，この話題の性格上，道

具的な利用目的でアクセスされることが多く，課題への批

判性よりは問題解決への志向性が強いと考えられ，それ自

体を公共圏と考えることはできないが，そこで行なわれる
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コミュニケーションの特性はどのようなものであろうか。

　この問題について示唆的なのは，1993年07月21日に書き

込まれた「高級オーディオ」の意味を問う書き込みに始ま

る一連の議論であるeこの電子会議室の名称そのものを問

題とする，議論の前提自体への批判性を含む書き込みであ

るという点で，この書き込みを嗜矢とする議論はそれまで

の技術的改良の追及とは一線を画す書き込みとなる。この

書き込みを行なった者はこのフォーラムに書き込んで数回

目という状況であったが，主題が電子会議室の名称の定義

を要求するものであったため，電子会議室のあり方そのも

のを問うものとなり（そう受けとられ），多くの反応が寄

せられる．庵子会議室の運営が問題とされ，感情的な発言

も飛び出し，最初にこの問題を書き込んだ当人は「私は，

『高級オーディオ』の定義を質問しただけです。『話し方』

の議論はしていません」（MES（3）＃47093／07／23）と

いった発言をするような状況になる．ここでは一つの発言

をきっかけに，いつでも議論の場のあり方自体が問われ得

る，パソコン通信の電子会議室の特性が如実に現われてい

ると言ってよいだろう．これによって，パソコン通信はコ

ミュ二一ティブな状況を産み出すメディアであると直接主

張できるわけではないが，一定の可能性は開かれていると

いうことができよう．

2．2。システム設置者の介入と公共圏

　　　　　　　　　一FBUNGAKUのケe・一・1ス

　さて，議論の場のあり方を問うということは，議論の場

の設定者への批判でもある．NIFTY－Serveでは，フォー

ラムという議論の場の設定はシスオペによってなされるの

で，議論の場のあり方への問いはシスオペ（フォーラム運

営者）個人への批判となる．従ってこの種の議論はしばし

ばフォーラム運営者との激しい応報につながる．

　フォーラムというのはもともと，特定主題のフォーラム

の設置を企画した個人に対してNIFTY－Serveが提供する

場であるので，フォーラム内でのシスオペならびにシスオ

ペの補助者（サブシス）を含めた運営陣の権限は，会議室

の設定，発言削除等，強大である．最終的には会員をフォー

ラムの会員から削除することまで可能なので，シスオペ側

が強引な手段に出るつもりがあれば，運営批判を封じ込め

ることも可能である．ただし，強引で恣意的な運営は，運

営陣に対して批判的なフォーラム会員の脱退を引き起こ

し，批判的な会員は多くの場合アクティブ・メンバーであ

るので，フォーラム活動の停滞につながるようである。

　反省性の問題が運営批判という形で現われているケース

として特に注目に値するのが「文学フォーラム

FBUNGAKU」のケースである．このフォーラムは1993

年3月，それまでシスオペを勤めていたA氏が健康上の

理由でシスオペを退任した後，適当な後任が選定できず，

NIFTY－Serveの社員が半年間シスオペとなるという他に

類のない形となった。この半年間は，フォーラムの運営が

ボランティア・メンバーではなく企業によってなされる形

になるので，ボランティア形式との違いを評価するための

対照点として見ることができるという意味で貴重なケース

でもあるのだが，それと共にNIFTY－Serveの直営となる

背景には，公表されていない運営批判運動が存在し，パソ

コン通信における反省性の問題を考える上で重要なケース

となっている。

　F：BUNGAKUで起こったことを理解するには，パソコ

ン通信という場に働く次の3つのモーメントの相互作用と

いう視点から考えてみると状況が理解しやすい。

　①現在のパソコン通信ネットワークは私企業によって担

われている。このため，パソコン通信には，運営企業の利

潤を増大させるという圧力がかかっている．

　②パソコン通信にアクセスしてくる利用者は，パソコン

通信運営企業が提供しているデー一…一タ・ベースやオンライ

ン・ショッピングといったサービスとは別に，コミュニ

ケーション欲求の充足を目的とする者が多く，趣味のため

の情報のやりとりといったものを通して仲間集団の形成が

多くの場合認められる．

　③しかし，社会的属性を欠く文字列として個人が現われ，

しかも公開の場であるという性格を持ったパソコン通信で

は，そこでなされるコミュニケーションが単なる仲間作り

のみでは終わらず，公共的事項，すなわち本来の定義によ

れば“誰もが興味を持つこと”についての議論がしばしば

生成する．そして，議論の展開とともに議論の前提となっ

ている価値枠組みについての問いも発展し公共圏を産み出

す動きが生じる．

　①を企業利潤圧力，②を仲間集団圧力，③を公共圏圧力

と呼ぶことにする．この三つのモーメントは，整合的に働

く場合もあれば，対立的に働く場合もある．

　FBUNGAKUでは，その設立直後からA氏の恣意的な

フォーラム運営に批判の声があげられてきた。これに対し

運営陣はしばしば発言削除を繰り返し，それがさらに次な

る批判の対象になるといったことを繰り返してきた．A氏

はしばしばサブシスにさえ批判され，そのサブシスを入れ

替えるということも頻繁になされた．A氏個人及びA氏

を中心とする仲良しグループと，ある程度客観的なフォー

ラム運営を望む者との対立であり，仲間集団圧力と公共圏

圧力の対立と見ることができる．

　このような状況の中，前記のNIFTY－Serve直営化が起

こるが，このフォーラムのメンバーへの聞き取り調査の結

果，直営化は単純なA氏の健康上の理由と後任選定の困

難さから生じたものではないらしいことが判明した．A氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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批判グループはホームバーティー（個人で開設できる小規

模な電子会議室類似サービス）によってA氏更迭の署名

を集め，それをもとにNIFTY－Serve社との直接交渉も

狩なっていたのである。そして直営化もこのグループの一

員の提案であった。NIFTY－Serveはあくまでも自社の裁

量においてシスオペ契約の更新を打ち切った形になってい

るが，そこにはこの運動グループの影響も少なからず及ん

でいることが推測される．

　さて，NIFTY－Serve直営になって明確な形をとって現

われてくるのが企業利潤圧力である。各電子会議室ごとに

ボードオペが募集され，実際の運営はそれまでのアクティ

ブに委任されるとともに，アクセス量のノルマが設定され

る．このノルマはボー・・一一ドオペにはかなりの負担感となった

ことが聞き取り調査で表明された．また，ある電子会議室

のボードリーダーは，途中でアクセスしなくなりボード

リーダー業務を放棄してしまうが，それについてはこの負

担感のためであるといったことがささやかれもした．ボー

ドリーダーが不在となった電子会議室は，「他の会議室と

合併」という宣言のもとに廃止された．

　結局，1993年10月にはボードリーダーの一人であった会

員が新たなシスオペに選任され，文学フォーラムの運営は

通常のボランタリーなものに戻る．

　このシスオペ更迭運動から新シスオペ選任に到る間の，

公共圏圧力と企業利潤圧力の関係は単純なものではなく，

考察に値する要素を含んでいる．

　単純に言えば，公共圏といったものは経済といったシス

テム的要素の浸透を拒むところに成立し，経済的な原理が

強く働いたところでは公共圏的なものは機能不全に陥ると

される．実際，NIFTY－Serve直営化後「運営＆企画室」

が廃止されたので，議論の場への反省的な言及の場の消滅

という形で，企業利潤圧力によって公共圏的要素は圧迫さ

れたと考えることができる．

　しかし今回のケースでは，公共圏圧力を担ったグルー

プこそがNIFTY－Serve直営化を推進してきたという経緯

がある．仲良しグループ的運営と対抗する場面においての

み偶然に企業利潤圧力と公共圏圧力が結び付き得たのであ

って，その問題が解決されれば対立関係になると考えれば

良いのだろうか．しかし，このような明解な整理だけでは

語りきれないものが残る．次の一節は，A氏更迭運動の

中心メンバーの一人であった人の書き込みである．

　「そこで要望ですが，19番会議室（運営・企画の部屋）

をできるだけ早く復活していただきたいのです．アクティ

ブな会員の問題意識に答える運営をしてこそ，会員の積極

性も引き出されアクセス数も伸びていくのではないでしょ

うか．」（MES（20）＃53193／07／06）

　NIFTY－Serveは結局，直営の永続化は望まず，1993年10
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月からボランタリーな運営を再開する。

　パソコン通信というミューチュアル・メディアが，企業

利潤の追及においてもコミュニカティブな要素を含み込ま

なければならないメディアであるのならば，この要素は積

極的に評価されてよいだろう．

2。3．パソコン通信：コミュニケーションの問題点

　さてしかし，パソコン通信については，しばしばフレー

ミング（flaming）が心理学・社会心理学的な分析の対象

となっている．罵署雑言を書きつけ議論を不能にする行為

の頻発は，パソコン通信参加者の「コンピューターおたく」

イメージとともに，パソコン通信参加者およびパソコン通

信というコミュニケーションの場の社会的未成熟性を示す

ものとして注目されてきた。実際，FAVでは，ある技術

者がフレーミングを起こし，そこでこの生産的な場／過程

は崩壊した．それまでの議論参加者はあまり議論に参加し

なくなり，議論内容はありきたりの情報交換程度のものへ

と後退した．また，FSHISOでは，ある女性会員に対す

る攻撃的な書き込みが名誉殿損の裁判に問われるといった

事態も生起しており，参加者側の公共圏を形成し得る資質

が問われている．

　他方，FBUNGAKUへの聞き取り調査では，文学理論

関係の議論を維持するためには会員の知識があまりにも不

十分であることが指摘されてもいる．議論についてこれな

い人々への説明に書き込みのエネルギーの大半を費やした

のでは議論が成立しない．ハーバーマスの要求する公共圏

形成のための条件の一つ「教養」が不備であるということ

になる．

　パソコン通信が社会的な評価に耐えるコミュニカティ

ブ・メディアとなるには，まだまだ課題が多いということ

ができる．

3．＝］ミュニケーションの場から社会へ

　以上，パソコン通信というコミュニケーションの場につ

いて検討してきたが，コミュニケーションの場は真空の中

に存在しているわけではない．人々は様々な社会的文脈や

属性を背負ってコミュニケーションの場に参加している．

またコミュニケーションの場自体様々な社会的制約・影響

のもとにある．特に電子ネットワークは電子技術産業（お

よび電子技術産業政策）の動向に大きく依存している．そ

もそもコミュニケーションの場は一それ自身の一定の自

律性を持つとしても一こうしたより大きな社会的文脈と

の関係において評価されるべきものであった．二つの未来

のいずれの像と電子ネットワークは緊密な関係を持ち，具
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体的な未来を招来していくのであろうか．

　しかしこの問題には当然のことながら簡単に回答を出す

ことはできない。社会において矛盾した要素が併存するこ

とは珍しいことではないばかりか，場合によっては矛盾し

た要素がそれぞれ補完的位置に立って一つの状況を成立さ

せることもある。電子ネットワーク・コミュニケーション

の場のあり方とそれを取り巻く社会的諸文脈の関係は必ず

しも直線的なものとなるとは限らない。本稿では以下に電

子ネットワごクのいくつかの側面を素描することによっ

て，この問題に対する考察に換えておくことにする。

3．1．：コミュニケーション行動の文脈依存性と電子空間

　コミュニケーション行動（行為）は状況によって文脈づ

けられたものであり，状況のあり方によって様々に変化す

る．人は発言することが求められていると感じれば発言を

行ない，求められていないと考えれば発言を行なわない．

ニューメディアを通しての情報発信も，個々人に情報発信

を促す状況的文脈が形成されているのかどうかに依存して

いると考えることができる．新たに出現しつつあるメディ

ア空間が，一方的に情報の流れて来る（行く）場として組

織されているのか，相互作用の場として組織されているの

かが重要な問題である。

　これは個人に属する変数としてではなく，場の性質とし

て検討されるべき問題である．もちろん，積極的／消極的

といった個人のパーソナリティや，優越感や劣等感を感じ

ざるをえない個人の社会的属性といったものも，人々の発

言に影響を及ぼす変数ではあろう．しかし“回りの誰もが

次々と発言する状況”があれば多くの者は発言を行なうの

にためらいは感じないだろう．

　電子的ネットワーク内でのコミュニケーションは，既存

の社会関係からの拘束力が相対的に弱く，目に入るものは

多くの他の人々の発言の記録である．パソコン通信のフ

ォーラムのような場ではこのような発言を促す文脈が形成

されており，他の要素から離れた自律的なコミュニケーシ

ョン空間が作られる可能性がある．場の作られ方によって

は，他の社会的文脈に優先して電子ネットワークの状況的

文脈が人々を捕らえていく可能性がある．

3．2．費用負担

　しかしもちろん，あるネットワークが，社会的，政治的

あるいは経済的要因によって規定されているという問題

は，十分考慮していかなければならない。

　このような要素には様々なものが考えられるが，そのな

かで直接的な問題として例えば費用負担が挙げられるであ

ろう．アメリカ政府のNII（NationaHnformation

Infrastrcuter）構想，いわゆる「情報スーパーハイウエイ

構想」の影響を受けて様々なプランが各国で整備され，さ

らにそれらを接続し統一的なネットワークを構築しようと

いう動きがでているが，個人，企業，国がいかにコストを

分担していくかは，そのネットワークにどのような参加や

利用形態がありうるのかというグラン幽 hデザインに関わる

重要な問題である。ネットワークのランニングコストの妥

当性はもちろんのこと，光ファイバーなどを利用した高速

デジタルネットワークが構想段階である現時点では，そも

そもそのような物理的な設備の設置にかかる莫大な費用を

誰がどのように負担していくのかということ自体が，大き

な問題として検討されているのが現状である．またこのよ

うな問題は，ただ単にコミュニケーションにかかわる政策

の方針決定という範囲を越えて先進諸国の抱える産業構造

的問題に対する解決策，端的に言えば次の世代の産業のブ

レークスルーとして情報関連産業が期待されているという

背景を持つ点に注意しなければならない．そのような点か

ら考えれば，妥協点は実際に電子的な情報システムが形成

されていゆく過程のなかで次第に明らかになっていくだろ

う．逆から言えば妥当点を見いだせなければ包括的な電子

ネットワークシステムは形成しえないであろうし，多くの

人々をユーザーとして包括する市場として成熟することも

ない．

　しかしこの妥協点は「結果として」将来明確になるので

あって，実際には今後様々な機会に顕在化していく問題で

あろう．現在明らかになっているのは，NII構想やそれを

モデルとする各国の同種の構想は，電子的ネットワークの

構築にあたって民間企業活力の導入を前面に押し出してい

ることである．たとえばFCC（連邦通信委員会）は93年，

電話会社とCATVの事業の相互乗り入れを認めた「ビデ

オクロストーン裁定」を出した．これは現在マルチメディ

ア事業の優良株として期待されている「ビデオ・オン・デ

ィマンド」サービスなどに代表される新しいコミュニケー

ション・ビジネスを射程に入れたメディア政策の規制緩和

の一環として出されたもので（11），このような流れに沿っ

；男堅強灘欝鞭灘輪差紮
という規制を打ちだし，幾つかの買収計画が頓挫するとい

う例も見られる．

　FCCの料金規制はCATVの「普遍的利用」という民主

的視点から出されたものであるが，反面コミュニケーショ

ンの基本的資源としての「ネットワーク」整備が，企業と

の密接な関係のなかで展開さ羅てゆくとすれば，今後様々

な形で資本主義的利潤とr普遍的利用Gとの対立が生起さ

れてくるであろう．また，相対的情報格差の問題は様々な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
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形で存続していくであろうし，それをどのように解決して

いくかという大きな課題も残る。

33．システムの信頼性の問題

　電子的ネットワークが整備されていき，コミュニケーシ

ョンのそれらへの依存度が高まるようになるとシステム自

体の信頼性の問題は深刻なものとなる。電話という比較的

単純なコミュニケーションメディアですら，配線の火災や

交換機の故障などによって長時間使用不能になるという事

態に陥ったという歴史を持つ。信頼性の問題は，メディア

となるハードウェアや，それらを稼働させるソフトウェア

を含めた様々なシステム構成要素に内在するバグや災害な

どに対する脆弱性として捉えて行かなくてはならない。そ

して，システムが巨大化し複雑になればなるほど，これら

の問題はより潜在的なものとなる一一方，一度問題が生起す

るとその結果は増幅され深刻な事態を招く危険性を帯びて

くる．実際，これらに関する事例は軍事防衛システムから

パソコンに撞諒するMPUのバグまで，およそコンピュー

タが登場した初期から今日に至るまで数多くある．

　単にコミュニケーションネットワークの確保という点か

らすれば，ホストコンピュータをシステムの中核にして構

築される中央集権型よりも，インターネットのような分散

型ネットワークやパケット通信網などは危険の分散という

意味で一つの回答足り得るという見方もできる．しかしな

がら，ひとたび問題が起きると多元的な管理システムゆえ

に，問題の発見や対応に時間がかかるという問題が生起し

てくる。この問題は技術的側面に留まらない。分散的ネッ

トワークにおいてコンピュータウイルスを流したり，人権

上問題のある発言をくり返す者がいた場合，いったい誰が

責任を持って対処することができるのだろうか．またそも

そも，多重化など，冗長性の伸張という安全性確保戦略は，

コストの面に影響を与える．

　現在，コンピュータ犯罪と呼ばれているものは，利用者

の側から見ると信頼性に対する大きな危険として立ち現れ

てくる。情報システムに対する無資格アクセス（いわゆる）

ハッキングやコンピュータウイルスなどをはじめとして

様々な形態のものがあり，それらはいずれも電子ネット

ワークがもたらす独特な問題として捉えていかなければな

らない．

3．4．管理の制度的問題

　コンピュータ犯罪やセキュリティの問題は，電子ネット

ワークが整備される1960年代後半からすでに，関係者のな

かで解決すべきテーマとして取り上げられてきた。これは，

10

電子ネットワークのアクセスの容易さ，またデジタル化さ

れた情報の複製、の容易さという性質から不可避的に生起し

てくる問題である．メインフレームと呼ばれる大型コンピ

ュータでそれまでのバッチ処理からリアルタイム処理であ

るタイムシェアリングシステムが導入され遠隔処理が可能

になるのと同時期に，1BMはデータの互換性を保持しな

がら同時に符合化処理を行ないデータのセキュリティを高

めるための基準DES（Data　Encoding　Standafd）を採用

し，これは今日でもデファクトスタンダードとして広く利

用されている。

　今日コンピュータの処理能力が向上し，それが社会的に

普及した結果，容易にDESが解読されてしまうという危

険性が高まってきた。このような事態に対応するため，ア

メリカのNII構想と同時期に公表された「クリッパーチッ

プ（Clipper　Chip）計画」は現在に至るまで大きな論争

を引き起こしている。rクリッパ’一一・」は，　DESに代わる新

しいデジタルデータ符合化基準であり「スキップジャック

（Skipj　ack）」という符合化プログラムを組み込んだICチ

ップという形で主に電話，デジタル技術を用いる通信機器

に供給される。データのデコードはコミュニケーション当

事者が共有する電子的なキーによっておこなわれ，これに

よって電話などの盗聴は現状に比して極めて困難になる．

「クリッパー」は主に電話向けだが，他に同じアルゴリズ

ムを組み込んだコンピュータ向けの「キャップストーン」

と呼ばれるチップも計画されている．

　ところが，このクリッパーチップのすべての解読キー

（esrow　key）を複数の機関（財i務省と国立技術標準局の

名が上がっている）が分割して保管し，犯罪の嫌疑などの

ある場合，裁判所の許可でそれらを合わせることで使用す

ることができるという制度が設定されており，この点が論

争を引き起こしている．現在のアナログ式の電話ならば捜

査機関は簡単に盗聴することができるが，クリッパーによ

って暗号化された通信は容易には解読することができず，

それによって犯罪増加の懸念があることに対する措置とさ

れている．しかし，この解読のためのキーはもちろん電子

的なものであり，電話線などを通じて目的の通信機器に送

信することができる。つまり法執行機関は機器の利用者に

全く気付かれることなくデータを傍受することができる。

　付記しておけば，「クリッパー」はNSA（National

Security　Agency：国家安全保障局）が開発を担当した。

この機関はそれ以前のDES開発にも関与した言われてい

る。NSAは冷戦の初期に対外情報のの収集を目的に設立

され，情報公開に対して比較的積極的な方針のアメリカ政

府のなかでもごく最近までその存在そのものすら公認され

ていなかった非常に特殊な機関であり，業務として軍事偵

察衛星を運用し，またアメリカ向けの国際電話を常時モニ
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ターしているといわれている。

　　「クリッパー」の「スキップジャック」アルゴリズムは

一切非公開だが，このことがさらに疑惑を産んでいる．す

なわち，第三者に預託したキーを使わずに暗号を解読する

r抜け道」がプログラムの中に設定されいるのではないか

という疑惑である。

　市民団体は，このような疑惑の他，たとえ解読キーが第

三者に預託されていたとしてもそれらは結局複製可能なプ

ログラムの一種に過ぎず，当局側の過剰な使用を誘発する

と主張しているe

　他方，産業界は政府がクリッパーチップ掩載の製品の輸

出を禁止しようとしていることに対して，逆にクリッパー

野営の製品が海外の市場に受け入れられず実質的に輸出が

不可能になることを懸念して反対運動を展開している。（12）

　この問題はまだ解決していないが，ここで注目されるの

は電子ネットワークの基礎であるデジタル技術が，非常に

古典的な問題である行政権力と国民の監視という民主主義

の基：礎的な問題を「制度」という形で再び顕在化させたと

いう点である．ここでは中央集権型のBig　Brotherがすべ

ての人々のあらゆる行動に逐一目を光らせているというモ

デルが問題となっているわけではない．しかし，管理や監

視という権力的行為において，そもそも恒常的にすべての

通信を監視する必要はないのであって，権力にとって問題

化した時にその人物にタグ・識別票を容易につけられるこ

と，またそのような技術を持つことが表象する政治的象徴

性こそが権力監視制度としての民主主義とそれらを形成す

る社会的コミュニケーションを窒息させる充分な「力」と

なりうることに注意しなければならない。

　さらにいえば，監視する主体を「権力」だけを想定して

も充分でないこと，すなわちこのような電子的ネットワー

クが，いくつかの側面では権力と同質な力を諸個人が持つ

ことを可能にした点に注意していかなければならない．エ

ンゲルバート（D．Engalbert）は，　GUI（Graphcal　User

Interface）を使ったパーソナル情報システムを第2次大

戦直後から構想し，60年代にこの考えに沿って今日のパソ

コン形式へとつながる情報システムを構築した．エンゲル

バートはこの過程でマウスなどのツールを開発するが，こ

れらのシステムを自ら「オーグメンテーション」システム

つまり「個人の能力の拡張」システムと名づけた．電子的

ネットワークは確かに，個人の情報収集能力や認識能力を

格段に向上させる．全体社会が電子的ネットワークに依存

するようになればなるほど，多くのことがネットワーク上

で可能になり，この過程は促進される．しかし，西垣が『ペ

シミスチック・サイボーグ』のなかで指摘している通り，

社会から孤立した形での個人の能力の拡張は，むしろ諸個

人の権力的な側面を向上させるほうへと作用していくので

はないだろうか⑯。パソコン通信の社会的拘束性の低さか

ら生起するフレーミングなどのトラブル，情報と経済格差

の拡大，オンライン犯罪，クリッパー議論の前提にある犯

罪増加への懸念などはいずれもこのような作用の結果とし

て生起されてくることに注意することが必要だろう。そこ

では，電子的ネットワークによって相対化した規範性の下，

拡大化された自我と自我の闘争が展開されていくという可

能性がある。

4。結びにかえて

　電子ネットワーク・コミュニケーションの相貌は一つで

はない。・・一一一丁一’・方でコミュニカティブな要素を認めることがで

きれば，他方でより疎外的な要素を認めることができる．

電子ネットワークの招来するものは単純なものではない．

従来もそうではあったのだが，送達的な現実に我々は直面

していくことになるであろうと，今はまだとりあえず述べ

ておくほかないであろう．
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